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「中間前払金保証」の申込み

⑤

　「中間前払金保証証書」の発行

⑥

⑦

　※　中間前払金の対象となるのは、次のすべてを満たす場合です。

（１） 既に前払金を支出していること。

（２） 工期の２分の１を経過していること。

（３） （２）の時期までに実施すべき工事が行われており、工事の進捗額が請負代金額

の２分の１以上であること。

（４） 発注者へ保証事業会社が交付する「中間前払金保証証書」を寄託すること。

中間前金払に係る事務手続きフロー

「中間前金払認定請求予定通知書」の提出

「中間前金払認定請求書」及び「工事履行報告書等」の提出
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　審査のうえ、中間前金払「認定調書」の交付

　「中間前払金保証証書」及び「中間前払金請求書」の提出

「中間前払金」の支払

（請求から14日以内）

（「中間前金払認定請求書」を提出する前月の10日まで）


